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1-1．富山河川国道事務所で管理する河川・施設

＜富山河川国道事務所が管理する河川＞

河川の特徴河川名

我が国屈指の急流河川で、洪水のエネルギーが大きく堤
防を護るための巨大水制がいたるところに設置されてい
ます。また、下流部の一部区間は、川底が両岸の土地よ
り高いという天井川を形成しています。

常願寺川

上流部が日本有数の多雨地帯であるため、古くから
度々洪水を引き起こしてきました。富山市は、県内の
社会、経済、文化の中枢を担っており、水害対策に加
えて親しみのある河川空間を創出しています。

神通川

庄川の水質は良好で、その水は豊富な地下水と合わせ
て砺波平野と射水平野を潤し、県内一の穀倉地帯を支
えているとともに水力発電など様々な水利用が行われ
ています。

庄川

急勾配の河川の多い富山県においては、比較的緩やか
な川です。支川が多く流入しており、内水による浸水被害
が発生するため、排水機場が設置されています。

小矢部川

①堤防・護岸
堤防は、洪水を川の外にあふれさせ
ず水害から人々を守るために作られ
たものです。また、護岸は、堤防の
欠損等を防ぐ目的で作る構造物でコ
ンクリートや石を用いて施工します。

＜代表的な施設＞
②堰
堰とは、河川の流水を制御するため
に、河川を横断して設けられる床止
工や帯工があるための施設です。堰
は、固定堰、可動堰、またはそれら
の組合せの構造のものがあり、取水
や潮止め等の目的で設けられます。

③水門
水門とは、支川や水路への逆流を防
ぐことを目的として設けられます。
普段、ゲートを開けて支川の水を本
川に流しています。本川の水位が洪
水で上昇した時、ゲートを閉じて支
川への逆流を防ぎます。

④排水機場
排水機場は、洪水時に樋門・樋管な
どを逆流防止のために閉じることに
よって生じる内水氾濫（排水が追い
付かず市街地等が水に浸かること）
を防止するために、ポンプによって
強制的に川へ排水する施設です。
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1-2．河川管理の特徴と対応 ～効率的・効果的な河川管理の実施〜

＜河川の維持管理の特徴＞

特徴1 治水・利水・環境という目的に応じた管理、渇水時から平常時、
洪水時までの河川の状態に応じた管理、堤防、水門、樋門・
樋管等といった河川管理施設の種類に応じた管理というように
その内容は広範囲で多岐にわたります。

特徴2 管理の対象である河川そのものも降雨等自然現象によりその
状態が容易に変化し、その変化が時には急激に起こるという
特性を有しています。

特徴3 主たる河川管理施設である堤防は、延長が極めて長い線的
構造物であり、一箇所で決壊した場合であっても、一連区間
の治水機能を喪失してしまうという性格を有しています。

＜効率的、効果的な河川維持管理の実施＞

これまでの河川の維持管理における経験の積み重ねを踏まえ
るとともに、河川の状態の変化を把握し、必要な対策を行い、一連
の作業の中で得られた知見を分析・評価し、その内容を充実させて
いくというPDCAサイクルを構築しています。

＜維持管理計画の策定＞

維持管理の内容を具体化した計画書を河川毎に作成し、この
計画書に基づき維持管理を実施しています。

サイクル型維持管理系のイメージ（PCDAサイクル）

維持管理計画（常願寺川・神通川・庄川・小矢部川

Action

Check Do

Plan
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令和元年東日本台風をはじめとした近年の激甚な水害や、気候変動による水災害の激甚化・頻発化に備え、常願寺川・神
通川・庄川及び小矢部川流域において国、県及び市町村等のあらゆる関係者が協働して流域全体で水害を軽減させる治水
対策、「流域治水プロジェクト」を策定し、計画的に推進するための協議・情報共有を行うことを目的とした『常願寺川・神通川・
庄川及び小矢部川流域治水プロジェクト協議会』を開催しています。

近年では、地球温暖化に伴気温上昇により、2040年頃には全国の一級水系の治水計画で目標とする降雨量は全国平均
で約1.1倍、 河川の流量は約1.2倍、洪水の発生頻度は約2倍になると試算されており、流域治水の取組を加速化•深化さ
せ、様々な手法を活用した対策の一層の充実を図っていく「流域治水プロジェ クト2.0」の対応を図っています。
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＜開催概要＞

日時 令和7年3月11日（火） 10：30～12：00
会場 富山河川国道事務所 3階 大会議室（テレビ会議システム併用）
出席者

＜構成機関＞
富山河川国道事務所、利賀ダム工事事務所、立山砂防事務所・
神通川水系砂防事務所、富山県河川課・砂防課・都市計画課・港湾課、
岐阜県河川課・砂防課・下水道課・農村整備課・森林政策課、北陸農政局
冨山森林管理署、飛騨森林管理署、冨山水源林整備事務所、
富山地方気象台、富山市、高岡市、立山町、舟橋村、射水市、砺波市
小矢部市、南砺市、滑川市、上市町、高山市、飛騨市、白川村、郡上市

議事
1.規約の改正について
2.流域治水プロジェクトについて

・流域治水プロジェクトの更新
・流域治水プロジェクトに基づく対策の実施状況

3.流域治水の自分事に向けた取組について
4.その他（情報提供）

・流域治水の自分事化の確認
・多様な主体より、流域治水及び減災に係る取組内容・状況路説明いただき、取組の進捗を確認

＜議事内容＞
流域治水プロジェクト協会議（WEB併用）
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1-3．流域治水の取り組み 常願寺川 ～流域治水プロジェクト〜
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1-3．流域治水の取り組み 神通川 ～流域治水プロジェクト〜
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1-3．流域治水の取り組み 庄川 ～流域治水プロジェクト〜
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1-3．流域治水の取り組み 小矢部川 ～流域治水プロジェクト〜



2.河川の維持管理

堤防、護岸などの河川管理施設を常に良好な状態を保つため、河川巡視や点検を行っています。
点検により、損傷等の変状を発見した場合は、変状の度合いに応じた対策を行い、適切な維持管理
に努めています。
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2-1．平常時の河川巡視 ～定期的、計画的に巡回〜

平常時の河川巡視は、堤防等の河川管理施設が常にその機能を発揮できるように、河道や河川管理施設の状況を
把握しています。また、許可工作物が許可通りに維持管理されていることや、不法行為の発見、河川空間の利用や
自然環境に関する情報集も行っています。
「定期的」・「計画的」に河川を巡視し、以上及び変化等の早期発見に努めています。

＜巡視の頻度＞

・通年実施する。※3日以上期間を開けない

・夜間の巡視は、月に2回実施する。

・休日の巡視は、月に1回実施する。

＜巡視内容＞

①河川管理施設及び許可工作物の状況

②河川区域内等における違法行為の発見

③河川空間の利用に関する情報収集

④河川の自然環境に関する情報収集
② 許可工作物の状況（五位頭首工）

庄川 5月19日

④ 河川空間の利用に関する情報（越中大門凧まつり）

小矢部川 8月29日小矢部川4月3日（夜間）小矢部川 4月3日

③ 河川区域内等における違法行為（不法係留）

庄川 5月16日 常願寺川 4月11日

⑤ 自然環境に関する情報（不法投棄）

神通川8月5日
（昼間）

① 河川管理施設の状況
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2-2．出水時の河川巡視 ～平時はもとより出水時にも点検を実施〜

出水時においては、状況が時々刻々と変化します。そこで、出水時の河川巡視は、堤防、洪水流、河道内樹木、河
川管理施設等、堤内地の浸水等の状況を概括的且つ迅速に把握するために実施します。

＜巡視の頻度＞

【開始】水防団待機水位を越え、さらに上昇し、はん濫注意水位に達するおそれがあるとき

【終了】洪水が最高水位に達した後、減水し水防団待機水位に至るまで

＜巡視内容＞

①堤防、洪水流、河道内樹木、河川管理施設等、堤内地の浸水等の状況

②水防作業状況及び内水排除状況

＜実施方法＞

・出水時巡視員2名+運転員1名の計3名で実施

・車上からの巡視を基本とする

・重要水防箇所及び危険箇所は、必要に応じて徒歩目視により実施

・変状発見時は、当該箇所の写真を撮影し、出張所へ報告

常願寺川 大雨警報時（令和6年5月13日） 神通川 大雨出水後（令和6年5月28日）

小矢部川 大雨出水時（令和6年7月13日）

小矢部川・大源寺排水樋管（令和6年7月13日）
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2-3．地震時の河川巡視 ～大規模地震時にも点検を実施〜

地震発生後においても、二次被害の防止・軽減のため、河川管理施設及び許可工作物について巡視あるいは点検を
実施します。管内施設点検基準観測所で震度5弱以上の地震を観測した場合には、監督職員の指示に基づき当該出張所
へ参集します。

＜巡視内容＞

・山門や樋門の倒壊の有無。閉塞の有無。ゲート操作が可能かどうか。

・山崩れなどによる河道閉塞の有無、または、その恐れがないか。

・住民避難の必要性の有無。

・堤防の崩壊の有無。

・堤防への深いクラックの有無。

＜実施方法＞

地震時巡視員2名+運転員1名の計3名で巡視を実施

【1次点検】各施設の異常の有無とその状況について、目視による外観点検を行う。

地震発生後、2時間以内に行う。

【2次点検】各施設の異常の有無とその状況について、目視による外観点検を行う

とともに、必要に応じて計測を行う。

地震発生後、2時間以内に行う。

小矢部川 能登半島地震での損壊

小矢部川 二上排水樋管の取付護岸損壊

小矢部川 L6.2k+100  亀裂の状況 小矢部川 L6.2k+100  亀裂の状況

北陸地域づくり協会 北陸地域づくり協会
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2-4．堤防除草 ～確実な点検・巡視のために〜

堤防除草は、出水期（6月21日〜9月30日）における河川巡視や堤防点検に備えるため、また環境整備及び堤体の保全も
兼ねて実施します。集草は、家屋連担部や、用水路等の送水の影響などを考慮し実施しています。

＜実施時期＞

・1回目：7月中旬までに完了

・2回目：9月中旬までに完了

＜実施方法＞

・肩掛け式除草

・ハンドガイド敷草刈機

・大型遠隔操縦式除草機

・ラジコン敷草刈機

肩掛け式除草（人力）

大型遠隔操縦式除草機

ハンドガイド式除草機

ラジコン式草刈機従来、堤防法面が急勾配の箇所は、肩掛け式（人力）
で実施していましたが、急勾配で運用できるラジコン式
草刈機の導入により、作業効率及び作業員の安全性が
向上しています。

刈草は、堤防や周辺状況を考慮して、

必要に応じ集めて処分します。
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2-4．堤防除草 ～最新機器の活用と除草後の堤防確認〜

堤防除草は、広範囲に行うために、夏場の作業を伴います。また、蜂の生息場所での除草作業も伴います。このため、広
範囲除草を効率的に、かつ熱中症対策や蜂対策にも対応できるように、バックホウのアタッチメントを改良した最新の機器で
対応しています。
堤防の除草時に、法面の陥没や寺勾配、施設の破損など、異常がないかを確認し、調査結果を事務所へ報告し、異

常がある場合は、詳細点検を行い、状況に応じて補修計画を立てます。

＜最新機器＞

既存のバックホウのア

タッチメントを改良した

最新機器での除草

＜堤防除草時の異常確認＞

法面の陥没や寺勾配、施

設の破損などを確認

アタッチメントの改良 井田川での施工事例

〇神通川
（左岸14.2k+2m）
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2-5．堤防等河川管理施設及び河道の点検
～堤防等の変状を早期に発見〜

堤防等河川管理施設及び河道の状態を把握するため、点検を実施しています。また、土木構造物の他に機械設備や電
気通信設備もあるため、それぞれの専門家が点検を実施します。

異常があった場合は適宜補修・修繕を実施し、各施設の機能が十分に発揮できるようにしています。

＜堤防等河川管理施設及び河道の点検＞

実施時期：出水期前（5月末までに実施）

出 水 後（原則として氾濫注意水位以上の

出水があった場合、水位低下後

直ちに実施）

実施場所：直轄管理区間内における河川区域、

河川保全区域、及びその周辺

実施方法：徒歩で目視による点検

＜機械設備及び電気通信設備の点検＞

実施時期：年1回、出水期前に定期的な管理運転及び

詳細点検

出水期は1回／1ヶ月、非出水期は1回／2ヶ月

施設操作員による動作確認

対象施設：管理区間内の機械設備・電気通信設備を

備えた施設及び防災情報通信設備等

実施方法：専門業者による点検

庄川・低水護岸 神通川・堤防護岸

小矢部川・羽口工

CCTV設備点検

システム確認
（四屋排水機場）

電源部確認
（大沢野水位局））

庄川・地久子川樋門

操作盤確認
（中部排水樋管））
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2-6．職員による施設点検 ～施設管理者による点検〜

富山河川国道事務所の職員が水文観測所や堤防等河川管理施設・河道の点検を行っています。

水文観測所で観測している水位・雨量データは、河川の増水による危険度の高まりを知らせ、水害から命を守る避難
行動をとる上での重要な判断要素になります。
施設の変状を確認し、補修・修繕を実施し、施設の機能を維持します。

＜水文観測施設の点検＞

日時 ： 令和6年6月7日（金）

箇所 ： ①神通大橋水位観測所

②常願寺橋水位観測所

③大川寺水位観測所

④雄神水位観測所

⑤大門水位観測所

⑥長江水位観測所

⑦福岡雨量観測所

⑧石動水位観測所
神通川（松川放水門）

⑧石動（水位観測所）③大川寺（水位観測所） ⑦福岡（雨量観測所）

＜堤防等の点検＞

日時 ： 令和6年7月11日（木）

箇所 ： ①常願寺川（4箇所）

②神通川（5箇所）

日時 ： 令和6年7月22日（月）

箇所 ： ③庄川（4箇所）

④小矢部川（5箇所）

神通川

根固ブロックの沈下・流失
法留基礎の露出

練石張の損傷

常願寺川

水制工の沈下 袋詰め玉石流出

差替え 差替え
常願寺川 庄川 小矢部川

①神通大橋（水位観測所）
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2-7．施設の点検結果を評価 ～効率的・効果的な河川維持管理の取り組み〜

富山河川国道事務所の関係各部署が一堂に会し、「点検結果評価会議」を開催しました。点検結果評価会議では、
「堤防等河川管理施設及び河道の点検」で確認された変状箇所の評価を実施したほか、今後、変状が進行し、堤防等の

河川管理施設の機能に影響を与える恐れがある変状に対しては、対策方針や補修工法を検討しました。

＜点検結果評価会議（9月5日）＞
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2-8．評価結果を踏まえた「補修」の実施 ～施設の機能を保つ〜

「堤防等河川管理施設及び河道の点検」で確認された変状は、点検結果評価会議で検討された対策方針や補修工法に
基づき、施設の機能を維持させるための補修・修繕を実施しました。

＜常願寺川水系_令和6年中に補修・修繕した代表箇所＞

常願寺川 R18.0k+85m常願寺川 R19.4k+60m常願寺川 R9.3k+10m常願寺川 R3.3k+51m～71m項目

⑨[1.2] 河道内土砂堆積
・樹木の繁茂

③[13] 護岸擁壁の崩壊②[13] 護岸の摩耗・欠損②［13］護岸の亀裂変状

樹木の伐採
法枠・重力式擁壁の設置
（令和7年3月完成予定）

巨石による埋戻し亀裂にモルタル充填
補修
工法

実施前

実施後
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2-8．評価結果を踏まえた「補修」の実施 ～施設の機能を保つ〜

「堤防等河川管理施設及び河道の点検」で確認された変状は、点検結果評価会議で検討された対策方針や補修工法に
基づき、施設の機能を維持させるための補修・修繕を実施しました。

＜神通川水系_令和6年中に補修・修繕した代表箇所＞

井田川 R13.4k+10m～100m井田川 L1.2k+5m～50m
神通川 R12.0k+71m～12.2k-

30m
神通川 L11.2k-70m項目

②[13] 根固めブロックの沈下
・流出、基礎の浮き上がり

⑧[1] 河岸侵食
⑫［2］鉄線蛇篭護岸の破断

・中詰石の流出
①[10] 樹木の進入変状

大型土嚢の設置袋詰玉石を設置袋詰め玉石の設置樹木の伐採
補修
工法

実施前

実施後
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2-8．評価結果を踏まえた「補修」の実施 ～施設の機能を保つ〜

「堤防等河川管理施設及び河道の点検」で確認された変状は、点検結果評価会議で検討された対策方針や補修工法に
基づき、施設の機能を維持させるための補修・修繕を実施しました。

＜庄川水系_令和6年中に補修・修繕した代表箇所＞

庄川 5.6k+114ｍ庄川 L23.6k-70ｍ～23.6k+50ｍ庄川 L9.8k+100ｍ～10.0k+50ｍ庄川 L2.6k-60ｍ項目

④[1] 取付護岸・階段工
のクラック

②[10] 基礎部の洗掘①［10］樹木の侵入
②[16] 羽口工蛇篭の破損

、流出
変状

コンクリートを充填・補修コンクリートを充填樹木の伐採袋詰玉石及びブロックを設置
補修
工法

実施前

実施後
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2-8．評価結果を踏まえた「補修」の実施 ～施設の機能を保つ〜

「堤防等河川管理施設及び河道の点検」で確認された変状は、点検結果評価会議で検討された対策方針や補修工法に
基づき、施設の機能を維持させるための補修・修繕を実施しました。

＜小矢部川水系_令和6年中に補修・修繕した代表箇所＞

渋江川R0.2k+28m
～0.4k-37m

小矢部川R34.8k+80m小矢部川 R4.2k～5.8k
小矢部川 L3.0k+30m

～3.4k+16m5
項目

⑧[1]河岸の侵食③[17]特殊提にクラック、貫通
②[15] 特殊堤の護岸と基礎

に開き
⑨[3] 根固めブロック

の移動・流出
変状

袋詰め玉石の設置
剝離したコンクリートを撤去し、

補修を行う。
グラウト注入及び

袋詰め玉石の設置
根固めブロックの設置

補修
工法

実施前

実施後
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2-9．伐採木の無償提供など ～コスト削減・資源の有効活用〜

河川内には、樹木が繁茂することで樹林化が著しい箇所があります。樹木は、洪水時に水の流れを阻害するため、伐採・
再繁茂対策をすることで流れやすい河道を維持しています。

さらに、木材資料を有効利用（薪等の自家消費）してもらうために「伐採木の無償提供」や樹木伐採希望者の募集」を行って
います。また、住民に参加してもらうことで、コストの削減になっています。

＜河道内の樹木伐採希望者の募集＞

応募 ： 令和6年8月13日〜令和6年8月30日

期間 ： 令和6年12月1～令和7年4月30日

箇所 ： 3河川55区画

・常願寺川 ・庄川 ・小矢部川

（1区画あたり約200～1,500㎡）

＜伐採木の無償提供＞

配布開始③ 常願寺川

日 時 ： 令和6年4月25日（木）

場 所 ： 立山町岩峅寺地先（右岸）

立山橋上流高水敷

提供木 ： 約1,500本

直径10～50㎝

長さ約2～2.5ｍ

担 当 ： 富山河川国道事務所

上滝出張所

＜伐採木の無償提供＞

配布開始② 神通川

日 時 ： 令和6年4月24日（水）

場 所 ： 富山市福居地先

成子大橋（右岸）上流

提供木 ： 約1,000本

直径10～50㎝

長さ約1～1..5ｍ

担 当 ： 富山河川国道事務所

有沢出張所

＜伐採木の無償提供＞

配布開始① 庄川

日 時 ： 令和6年4月10日（水）

場 所 ： 射水市枇杷首地先

大門大橋下（左岸）

提供木 ： 約1,500本

直径10～20㎝

長さ約1～1.2ｍ

担 当 ： 富山河川国道事務所

大門出張所
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2-10. 緊急資材倉庫の巡視

常願寺川

小矢部川 小矢部川

富山河川国道事務所水防連絡会主催のもと、関係水防機関や電力・鉄道会社、災害協定業者、地元住民の方々と合同で、
洪水時に危険となる箇所の確認や緊急資材倉庫の資材の備蓄状況の確認を行い、水防活動に万全を期すことを目的として
行っています。

緊急資材倉庫一覧（国管理）
右岸5.8k : 常願寺川第1号倉庫

左岸15.2k : 常願寺川第2号倉庫

左岸17.4k : 神通川第1号倉庫

右岸5.6k : 神通川第2号倉庫

右岸8.6k : 神通川第3号倉庫

右岸15.0k : 庄川第1号倉庫

左岸7.6k : 庄川第2号倉庫

右岸13.2k : 庄川第3号倉庫

右岸14.7k   : 小矢部川第1号倉庫

左岸7.8k     : 小矢部川第2号倉庫

左岸24.7k   : 小矢部川第3号倉庫

右岸31.8k   : 小矢部川第4号倉庫

常願寺川

神通川

庄川

小矢部川
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3.災害への備え

災害時の迅速な情報伝達を確実に実施するため、定期的に災害情報の共有訓練を行っています。
また、自治体へ迅速な支援を行うため、災害対策用機械・通信機器の点検整備を行っています。
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3-1．災害情報の共有訓練 ～迅速に確実に情報共有〜

出水期前に備えて、管内で大規模洪水が発生した場合を想定した洪水対応演習を実施しました。洪水時に実際に行う洪水
予報や水防警報等の情報伝達、流域市町村へのホットライン、被災した場合の対策工法の検討など実践さながらに演習を
行いました。

また、出水時に迅速かつ円滑な水防活動を行うため、国、県、市町村及び関係機関と合同で、洪水時に危険となる箇所や
水防活動で使用する資材を確認しました。

＜洪水対応演習＞

日 時 ： 令和6年5月15日（水）9：00～17：00
場 所 ： 富山河川国道事務所 河川情報管理室、災害対策室（5階）
参加機関 ： 富山県河川課、富山県内土木センター及び土木事務所、

富山地方気象台、富山河川国道事務所、
水防連絡会構成市町村、河川情報センター

演習項目 ： ①水防関係機関への水防警報・洪水予報等の情報伝達
②出水時における洪水予測の実施
③水門等の操作ルール、捜査状況の確認及び情報伝達
④河川工事現場関係者への情報伝達・被害軽減を図る

措置として対策工法の検討
⑤市町村とのホットライン（ＷＥＢ会議）による情報共有など

＜合同巡視＞

日 程 ： 令和6年6月5日（水）

常願寺川 9：00～11：30

神通川 13：00～15：30

日 程 ： 令和6年6月6日（木）

庄川 9：00～11：40

小矢部川 13：00～16：20

常願寺川 神通川

庄川 小矢部川
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3-2．水防工法の実施訓練 ～現場対応能力の向上〜

富山河川国道事務所水防連絡会では、出水期（6月21日〜9月30）に備え水防活動をより迅速かつ的確に実施できることを
目的として、「水防工法研修会」を実施しました。

研修会には、水防団員等（各自治体の水防関係者や消防職員）50名が参加し、水防技術・工法に精通した講師による各水
防工法の実演や指導を行いました。

水防工法は、緊急・応急的に実施されるものなので、資機材として手に入り易いものを用います。

日 時 ： 令和6年6月13日（木）9：30～12：00

会 場 ： 富山市水橋入江334番地4

富山防災センター前（常盤橋下流、常願寺川右岸堤防付近）

研修内容 ： ①川倉工

②シート張工

③積土のう工の実施

参加機関 ： 富山市消防局、高岡市土木維持課、高岡市消防本部、

射水市消防本部、砺波消防署、小矢部消防署、立山町消防署

舟橋村、維持作業業者、国土交通省、防災エキスパート

水防技術・工法の説明

実演① 川倉工（洗掘・欠損） 実演③ 積土のう工（越水）実演② シート張工（浸透）
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3-3．災害対策車両の実施訓練 ～災害対策車両の配備と操作技術の向上〜

梅雨、台風、集中豪雨による湛水が発生した場合に備えて、排水ポンプ車の実践的な訓練を行いました。
また、同時に夜間の復旧作業や監視作業を支援する照明車の訓練も行いました。
富山河川国道事務所は、地方公共団からの要請に基づき、災害対策用車両（排水ポンプ車、照明車など）を派遣します。

＜訓練の状況（富山防災センター舎内）＞

排水ポンプ車実働訓練

排水ポンプ車実働訓練

排水ポンプ車実働訓練（排水）

排水ポンプ車・照明車操作訓練

（夜間）（夜間）

（日中）（日中）

＜災害対策用車両の出動の様子＞

令和6年9月24日
珠洲市大谷小中学校 電源支援
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3-4．水質事故対策訓練 ～緊急時の速やかな対応〜

水質事故とは、河川への廃棄物の不法投棄や油類や化学物質の流出であり、特に冬期に灯油等の油流出事故が増加す
ることから、緊急時の迅速な対応を図るため、情報伝達系統の確認やオイルフェンス、吸着マットなどを使用した水質事故対
策訓練を各関係機関と合同で実施しました。

水質事故は、魚などが死んだり、上水道・工業用水・農業用水などが停止したりと、大きな被害をもたらす場合があるため、
水質事故が発生した際には、事故発生状況に係わる情報収集を行い、速やかに関係行政機関等に通報するとともに、関係
行政機関等と連携し、適切な対策を緊急に講じます。

＜水質事故対策訓練＞

日 時 ： 令和6年11月8日（金）

場 所 ： （屋内講習） 福岡防災センター2階 多目的研修室

（屋外講習） 福岡防災ステーション車庫

（実施訓練） 西明寺川排水樋管

参 加 者 ： 富山一級水系水質汚濁対策連絡協議会

富山県水質汚濁事故対策連絡会議

富山河川国道事務所

訓練内容 ： （講習会） ・水質汚濁事故事例や対策

・水質事故における油回収方法の説明など

（実施訓練） ・オイルフェンス、吸着マットの設置訓練

差替え

講習会（水質汚濁事故の事例・対策） 講習会（油処理方法の説明） 実地訓練（オイルフェンス設置）

実地訓練（西明寺川排水樋管）
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4.地域の活動

河川環境の整備や保全を求める国民のニーズに的確に応え、また、河川の特性と地域の
風土・文化を踏まえて地域の魅力を引き出す河川管理を実施していくためには、河川管理者
だけによる河川管理でなく、地域との連携が不可欠です。利用者、住民・コミュニティ、
河川管理者、地方公共団体等がそれぞれの役割を果たす支援を行います。

30



4-1．安全利用点検 ～みんなが安全に利用するために〜

水辺を利用する機会が特に多いゴールデンウィーク前や夏休み前に、公園管理者である地域の自治体と合同で、親水施
設を中心に点検を実施しました。

訪れた人が安全に利用できるように、点検で危険と判断された箇所には、応急補修や注意喚起の看板等の対策を実施しま
す。

夏休み前ゴールデンウィーク前項目

令和6年6月26日（水）
～令和6年7月2日（火）

令和6年4月15日（月）
～令和6年4月17日（木）

実施日

〇常願寺川
・大島多目的広場（富山市）
・常願寺川公園（富山県）
・岩峅野桜づつみ（立山町）

など7箇所
〇神通川
・神通川桜づつみ緑地（富山市）
・神通川左岸広場（富山市）
・神通川水辺プラザ（富山市）

など6箇所
〇庄川
・庄川水辺の楽校（射水市）
・中田いきものの里公園（高岡市）
・砺波総合運動公園（砺波市）

など9箇所
〇小矢部川
・国条橋自由広場（高岡市）
・福岡町大野水辺プラザ
・小矢部河川公園（小矢部市）

など9箇所

〇常願寺川
・大島多目的広場（富山市）
・朝日運動公園（富山県）
・岩峅野桜づつみ（立山町）

など7箇所
〇神通川
・神通川桜づつみ緑地（富山市）
・神通川布瀬町管理用通路（富山市）
・婦中町神通川緑地公園（富山市）

など8箇所
〇庄川
・大島北河川公園（射水市）
・中田いきものの里公園（高岡市）
・弁財天公園（砺波市）

など7箇所
〇小矢部川
・国条橋自由広場（高岡市）
・福岡町大野水辺プラザ
・小矢部河川公園（小矢部市）

など10箇所

点検
箇所

富山県、富山市、立山町、射水市、高岡市、砺波市、小矢部市、
富山河川国道事務所

参加
機関

＜安全利用点検＞ ＜ゴールデンウィーク前の点検＞

常願寺川（朝日運動公園）

神通川（富山市） 常願寺川（大島多目的広場）

小矢部川（国東橋運動公園）

＜夏休み前の点検＞
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4-2．川に学ぶ ～身近にある川の環境を知る〜

常願寺川、熊野川、小矢部川の3河川では、河にすむ生き物を採取し、その種類を調べることで水質（水のよごれの程度）を
判定する調査を流域内の小学校の児童達が行いました。
富山河川国道事務所では、このような調査を通じて、身近にある川の環境について興味・関心をもってもらえるように支援し
ています。

＜令和6年度 水生生物による水質調査

小矢部川常願寺川熊野川項目

令和6年6月1日（土） 水質
令和6年8月3日（土） 水生生物

令和6年6月2日（日）令和6年6月6日（木）実施日

五位橋、土屋橋立山橋興南大橋調査地点

・高岡市立福岡小学校1年生〜6年生（8名）
・保護者（6名） ・会員（8名）
・国土交通省（4名）

立山町立釜ヶ淵小学校4年生〜6年生（11名）
常願寺川の清流と桜を愛する会（7名）
国土交通省（3名）

・富山市立熊野小学校4年生（49名）
・教員（2名）
・国土交通省（49名）

参加者

実施状況

Ⅰ（きれいな水）Ⅰ（きれいな水）Ⅰ（きれいな水）水質階級

生物採取生物採取

生物判定 生物判定

生物採取（五位橋）

生物採取（土屋橋）
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4-3．河川協力団体 ～地域と協働で魅力的な川づくり〜

常願寺川には、河川の管理につながる活動を行っている河川協力団体「常願寺川の清流と桜を愛する会」があります。
地域の住民で構成されている団体であり、堤防の除草作業、河川敷内の清掃ボランティア活動、水生生物の調査など河川
管理のパートナーとして活動していただいています。

＜河川協力団体の活動＞

①河川管理者に協力して、河川の維持

（河川の除草・集草・河川の清掃）

②河川の管理に関する情報又は資料の収集及び提供

（干潟観察、水辺の安全利用講習会）

③河川の管理に関する調査研究

（魚類調査、外来植物調査・駆除）

④河川の管理に関する知識の普及及び啓発

（災害教訓の伝承、河川・ダム管理状況説明）

水生生物による水質調査
（地元小学校の児童）
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